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民法の成年年齢の引下げについて

平成２４年２月２３日

法務省民事局

１ 法務省における民法の成年年齢の引下げに関する検討状況について御

説明いたします。

日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第３条の規定及び平成１９

年１１月に開催された「年齢条項の見直しに関する検討委員会」におけ

る決定を踏まえて，平成２０年２月，法務大臣から法制審議会に対し，

民法の成年年齢の引下げの当否等について諮問がされ，その諮問につい

て検討するために設置された専門の部会である民法成年年齢部会におい

て調査審議が行われました。

民法成年年齢部会においては，各種専門家，有識者からの意見聴取や

高校生，大学生等との意見交換を実施したほか，平成２０年１２月に取

りまとめた「成年年齢の引下げについての中間報告書」をパブリック・

コメントの手続に付すなどして，国民の幅広い意見を聴取しながら検討

が行われました。

そして，合計１５回の調査審議の結果，平成２１年７月，民法成年年

齢部会において 「民法の成年年齢の引下げについての最終報告書」が取，

りまとめられました。

法制審議会の総会においては，民法成年年齢部会の調査審議の結果を

踏まえて２回の審議が行われ，平成２１年１０月，法務大臣に対して答
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申が行われました。

２ 法制審議会総会の答申の概要を申し上げますと，答申は 「民法の定め，

る成年年齢については，これを１８歳に引き下げるのが適当であるが，

現時点で成年年齢の引下げを行うと，消費者被害の拡大など様々な問題

が生じるおそれがあるため，引下げの法整備を行うには，若年者の自立

を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資す

る施策が実現されることが必要である 」とした上で 「民法の定める成。 ，

年年齢を１８歳に引き下げる法整備を行う具体的時期については，関係

施策の効果等の若年者を中心とする国民への浸透の程度やそれについて

の国民の意識を踏まえて判断するのが相当である 」としています。。

ちなみに，世論調査によりますと，成年年齢を１８歳に引き下げるこ

とに約８割の国民が反対している一方で，一定の環境整備が進めば成年

。年齢の引下げに賛成という者が６割を超えるという結果が出ております

３ 民法の成年年齢の引下げを行う場合の問題点を解決するための施策と

， ，しては ( )消費者被害の拡大のおそれ等の問題点を解決する観点からは1

消費者庁による消費者行政の一元化及び充実，改訂がされた学習指導要

領に基づく消費者教育，法教育，金融経済教育等の充実等に向けた取組

が行われているところであり，また，( )若年者の自立を援助する観点か2

らは，新しい青少年育成施策大綱や子ども・若者育成支援推進法の内容

を踏まえた若年者の総合的な支援に向けた取組等がされているところで

ありますが，これらの関係施策の効果が実際に現れ，国民の間に浸透す

るのには，ある程度の期間を要するものと考えられます。

法務省といたしましては，法制審議会の答申をも踏まえて，法教育の
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充実などに努めてきたところですが，引き続き，関係省庁とも連携を図

りつつ，民法の成年年齢の引下げに必要な環境の整備に努めてまいりた

いと考えております。

４ なお，公職選挙法の選挙年齢を引き下げるためには，民法の成年年齢

も引き下げなければならないという議論がございます。

しかし，公職選挙法の選挙年齢と民法の成年年齢は，それぞれ立法趣

旨が異なり，理論的に見ても，また，諸外国の立法例を見ても，必ずし

も一致する必要がないものと承知しております。

したがって，民法の成年年齢を引き下げずに公職選挙法の選挙年齢を

引き下げることは可能であると考えており，むしろ，公職選挙法の選挙

年齢の引下げを先行させることによって，民法の成年年齢の引下げに向

けた国民の意識を醸成した上で，国民の理解が得られた後に民法の成年

年齢を引き下げるということが，一つの有力な選択肢であると考えてお

ります。


